
市　報　に い が た（3） （2）平成15年11月23日

あなたはどんな将来像を描きますか
～新潟地域の合併の取り組み～

任意の合併協議会を昨年９月に設置し、計９回にわたり合併後の行政サービスやまちづくり

のあり方などを協議してきました。同協議会で合意した主な項目を紹介します。
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●合併の方式
本市への編入合併となります。

●合併の期日
平成17年３月までをめどとします。具体的

な期日は、法定の合併協議会で協議します。

●財産の取り扱い
本市以外の市町村の財産（権利・義務を含む）
と公の施設は、すべて本市に引き継ぎます。

●議会の議員の任期および定数の取り扱い
合併特例法の定数特例を適用します。

●市町村長・助役・収入役など特別職の職員の
取り扱い
合併する12市町村の特別職の職員は失職し

ます。ただし、当該市町村長は原則として、地
域審議会の委員となります。
●各種事務事業の取り扱い
市民生活に密接にかかわる227項目について

協議を行いました。ほとんどが本市の制度を適
用・統一すること（63.4％）にな
りますが、各市町村独自の施策で
合併後も存続するもの（8.4％）、
一定期間経過措置を設けるもの
（27.8％）もあります＝グラフ＝。

●合併建設計画

合併後10年間の新しいまちづくりを着実に

進めるための基本的指針となるものです。｢世

界にはばたく交流拠点の実現｣｢高次都市機能と

豊かな自然環境との調和・共存｣を基本理念と

して掲げ、これを実現するために必要な事業を

盛り込んでいます（総事業費約3,565億円）。

合併後のまちづくりの姿をより明確にするた

め、次の３つを骨格となる施策（リーディング

プロジェクト）として位置付けています。

●地方税の取り扱い
個人市町村民税の均等割・法人市町村民税の

法人税割・事業所税は、合併年度とこれに続く
３年度、そして都市計画税は、合併年度とこれ
に続く５年度の間、課税をしないことまたは不
均一課税を行うこととしています。

●地域審議会
本市を除く12市町村に設置します。
地域審議会とは、所管する区域の合併建設計

画などについて、市長の諮問に応じて意見を述
べたりする附属機関です。
設置期間は合併の日から平成27年３月31日

まで（政令指定都市の指定があった場合は、指
定の日の前日までとし、以後は行政区ごとに新
たな附属機関を置く）。30人以内をもって組織
し、委員の任期は２年です。
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新潟地域には、ほかの大都市には見られない大きな財産があ

ります。広大な新潟平野に見られるように、平坦で土地の利用

がしやすく、自然や田園が多く残されている点です。

新・新潟市は、緑と住みやすさ、便利さを兼ね備えた｢田園型政

令指定都市｣、13市町村それぞれが持つ伝統、歴史、文化、コミ

ュニティなどを大切にした｢分権型政令指定都市｣を目指します。
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年明け早々に、各市町村議会の
議決を経て設置される法定の合併
協議会に移行する予定です。その
後は、合併協定書の調印、合併の
議決など、さまざまな手続きが必
要になります。

法定合併協議会の設置・協議�

合併協定書の調印�

合併の議決�

知事への申請�
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合併後の新潟市
人口　約78万

（全国で15番目）

面積　約650�

新 潟 市
新 津 市
白 根 市
豊 栄 市
小須戸町
横 越 町
亀 田 町
岩 室 村
西 川 町
味 方 村
潟 東 村
月 潟 村
中之口村
合 計

人 口
527,324
65,860
40,012
48,997
10,454
10,795
32,061
10,042
12,365
4,805
6,454
3,831
6,483

779,483

面積（�）
231.94
78.28
77.06
76.85
16.91
23.62
16.82
36.11
24.76
14.44
23.96
9.04
20.16
649.95

本市は、日本海側で初めての政令指定都市実現を目指し、近隣12市町村と合併協

議を進めています。ここでは、任意の合併協議会でまとまった主な行政制度の調整

方針やまちづくりの方向性をはじめ、新潟地域の合併の取り組みを紹介します。

合併は市民一人ひとりの生活に直接かかわる問題です。新潟地域の合併について、

皆さんも考えてみましょう。

ワンポイント解説�
地方税は、基本的に本市の制度に統一
します。しかし、合併後直ちに合併市

町村の全域にわたって均一の課税をすると、
急激な負担増が生じることから、合併特例法
に基づき一定期間、一部を課税しないか不均
一課税とします。

ワンポイント解説�
定数特例では、本市の議員52人はその
まま残ります。本市以外の市町村の議

員は全員失職し、各市町村はそれぞれ人口に
応じて増員選挙（おおむね人口１万に１人。
計26人）を行います。その結果、合併後の新
潟市議会は78人の議員で構成し、次の選挙で
はさらにスリム化され56人以下になります。

ワンポイント解説�
本市のサービス水準が他市町村より低
いものを一定水準に引き上げるもの

や、本市以外の制度で新市の制度として新た
に取り組むことを検討していくものもありま
す。主なものは、障害者の紙おむつ購入費に
助成する「障害者紙おむつ事業」や、経済的
な理由で大学などへの進学が困難な人に奨学
金を貸し付ける「奨学金事業」などです。

【骨格となる施策】

人口：平成12年国勢調査
面積：平成15年2月7日現在
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